
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『いのち』をつなぐ人」の育成に向けて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６次山形県教育振興計画（後期計画）の基本的項目（案）について 

１ 計 画 の 性 格  教育基本法第 17 条第２項に規定する「地方公共団体における教育振興計画」として位置付ける。 
「（次期）山形県総合発展計画」及び「（次期）短期アクションプラン」との整合性を図る。 

２ 計 画 の 期 間  令和 2（2020）年度から５年間 
３ 計 画 の 構 成  基本目標、目指す人間像の具現化に向け、９の基本方針のもとに施策を体系化し、主要な施策の方向性、主な取組みと工程を示す。 
４ 計画の進行管理  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条に基づき、学識経験者の知見を得て毎年度評価・検証を行い、その結果を公表する。 

 

 

 

基本方針Ⅰ 「いのち」を大切にし、生命をつなぐ教育を推進する  

 

主要施策１ 「いのちの教育」の推進  
○自己肯定感・自尊感情を育む教育の推進 

 

主要施策２ 思いやりの心と規範意識の醸成  
○道徳教育・人権教育の充実 

○いじめ・不登校防止に向けた取組みの推進 

・ＳＮＳを活用したいじめに関する相談体制の構築 

○教育相談体制の充実 

・スクールカウンセラー等の配置による相談体制の充実 

○児童生徒と向き合うための環境整備の充実 

・少人数学級編制等の推進 

 

主要施策３ 生命の継承の大切さに関する教育の推進  
・保健以外の学習における性といのちの学習の推進 

 

 

基本方針Ⅱ 豊かな心と健やかな体を育成する  

 

主要施策４ 教育の原点である家庭教育、幼児教育の推進  
○家庭教育の充実 

・「子どもの生活習慣に関する指針」の普及・啓発 

・子どもの発達に応じた保護者向けの学習機会の提供 

○幼児教育の充実 

・各小学校における幼・保との連携促進 

 

主要施策５ 豊かな心の育成  
○読書活動の推進 

 ・第３次山形県子ども読書活動推進計画に基づく、市町村及び関係団体と連携した取組みの推進 

今
後
５
年
間
で
取
り
組
む
施
策 

基
本
的
事
項 基本目標  人間力に満ちあふれ、山形の未来をひらく人づくり 

目指す人間像（「人間力に満ちあふれ、山形の未来をひらく人」を具体化） ①「いのち」をつなぐ人  ②学びを生かす人 ③地域をつくる人 

令和元年８月５日 
教 育 庁 総 務 課 

○文化芸術活動の推進 

・山形県文化推進基本計画を踏まえた文化芸術に親しむ取組みの推進 

・主体的・効率的な文化部活動の推進 

○様々な体験活動の促進 

 

主要施策６ 健やかな体の育成  

○健康教育の促進 

・関係部局及び医療機関等との連携による児童生徒の健康課題解決に向けた取組みの普及・促進 

○食育の推進 

○学校における体力・運動能力の向上 

・体育授業への外部指導者の派遣等を通じた教員の指導力向上及び体育授業の充実 

・主体的・効率的な運動部活動の推進 

 

 

 

 

 

基本方針Ⅲ 社会を生きぬく基盤となる確かな学力を育成する  

 

主要施策７ 個々の能力を最大限に伸ばすための環境整備と主体的・協働的な 

○○○○○○学びによる確かな学力の育成  
○探究型学習の推進 

・各小中学校等での児童生徒の学力分析による授業等の改善及び効果検証 

・探究型学習の成果・課題等を踏まえた取組みの重点の各学校への指導・普及 

・学力育成のための家庭・地域と連携した取組みの推進 

・今後の高大接続に対応した授業改善の促進 

○超スマート社会に求められる資質・能力育成の基盤づくり 

 ・読解力・計算力や数学的思考力など基礎的な学力の定着に向けた取組みの推進 

 ・小・中・高・大学による理数教育における連携 

○個々の能力を最大限に伸ばすため環境整備の充実 

・少人数学級編制等の推進 

○学力の育成に向けた効果的な取組み方策の検討 

 ・教育センターによる学力育成の成果・課題等の分析及び学力育成方策の検討・発信 

参考資料 1-1 

「『いのち』をつなぐ人」の育成に向けて 

「学びを生かす人」の育成に向けて 

○主な取組みの項目  ・主な取組みの例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第６次山形県教育振興計画（後期計画）の基本的項目（案）について 

今
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基本方針Ⅳ 変化に対応し、社会で自立できる力を育成する  
 
主要施策８ グローバル化に対応する実践的な力の育成  
○外国語（英語）教育の充実 

・児童生徒の英語力向上に資する小・中・高の系統的指導モデルの周知・普及 

・外部人材の積極的活用等による授業改善の促進 

○「グローカル」の視点を踏まえた実践的な力の育成 

・高等教育機関や地域産業界等と連携した地域課題の解決等の探究的な学びを実現する取組みの推進 

○環境教育の推進 

 

主要施策９ ＩＣＴの進展に対応する力の育成  

○ＩＣＴを活用した学習の充実 

・山形県ＩＣＴ教育アクションプラン（仮称・以下「アクションプラン」）の作成・活用 

・新学習指導要領の趣旨を踏まえたプログラミングの体験等による論理的思考力の育成 

○ＩＣＴ環境の整備 

・国の推進方策（新時代の学びを支える先端技術活用推進方策）を踏まえた学校のＩＣＴ教育環

境の効果的・効率的整備方策の検討、整備の促進 

・校務支援システムの導入 

○教員のＩＣＴ活用能力の育成 

 

主要施策 10 社会的自立に向けた勤労観・職業観の育成  

○キャリア教育の充実 

・新学習指導要領の趣旨を踏まえた小・中・高を通じたキャリア教育の充実 

・小学校における地域と連携したキャリア教育の一層の充実 

○若者の県内定着・回帰の促進 

 ・県内高等教育機関等と連携した取組みによる県内大学等への進学促進 

・若者の県内定着・回帰を促すための関係機関・企業等と連携した取組みの推進 

○主権者教育・消費者教育の推進 

 

 

基本方針Ⅴ 特別なニーズに対応した教育を推進する  

 

主要施策 11 特別支援教育の充実  

○共生社会の形成を目指した理解・啓発の推進 

・共生社会やインクルーシブ教育システムについての周知・啓発 

○関係機関と連携した就学前からの切れ目のない支援体制の構築 

・個別の教育支援計画の作成、活用、確実な引継ぎによる切れ目ない支援の促進 

・発達障がいのある子どもの指導・支援や医療的ケアの安全な実施に向けた連携 

 

 

○小・中・高等学校等における特別支援教育の充実 

・小・中・高等学校等において核となる人材（特別支援教育コーディネーター等）の育成 

○特別支援学校における教育の推進 

 ・社会に開かれた魅力あふれる特別支援学校づくりと社会状況の変化に即した特別支援教育の推進 

・特別支援学校に求められる専門性の向上 

 ・特別支援学校教諭免許取得の促進 

○社会参加に向けた支援の充実 

 

 

基本方針Ⅵ 魅力にあふれ、安心・元気な学校づくりを推進する  

 

主要施策 12 子どもの学習意欲をさらに喚起できる環境づくりの推進  

○より子どもと向き合うための学校における働き方改革の推進 

・教職員の業務の適正化の着実な推進及び保護者等の理解促進 

・スクール・サポート・スタッフ及び部活動指導員等の多忙化解消対策の推進 

・校務支援システムの導入（再掲） 

○優れた教員の確保及び教員の資質向上 

・山形県教員「指標」に基づく教員の資質向上に係る取組みの充実 

○信頼される教員の育成 

○安全で安心な教育環境の整備  

・学校施設の整備促進 

・安全教育の推進 

 

主要施策 13 時代の進展に対応した学校づくりの推進  

○生徒の学びを支えるための県立高校の再編整備 

・社会の変化、生徒の学びのニーズへの対応及び地域の実情を踏まえた「県立高校の再編整備に

関する基本方針」に基づく高校再編整備の推進 

○特色（魅力）ある学校づくりの推進 

・高等学校普通科改革等を踏まえた特色ある学校づくりの推進 

 

主要施策 14 私立学校の振興  

○私立学校の振興・発展に向けた私学助成 

・教育条件の維持及び経営の健全性向上を図るための私学助成の充実 

○保護者の負担軽減を図るための支援 

○私立学校の耐震化の促進 

 

 

参考資料 1-2 
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「学びを生かす人」の育成に向けて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６次山形県教育振興計画（後期計画）の基本的項目（案）について 
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基本方針Ⅶ 郷土に誇りを持ち地域社会の担い手となる心を育成する  

 

主要施策 15 郷土愛を育み、地域と協働する教育の推進  

・学校における郷土を学ぶ学習や地域の資源を活用した様々な体験活動の推進 

・高等教育機関や地域産業界等と連携した地域課題の解決等の探究的な学びを実現する取組みの推進 

（再掲） 

・若者の県内定着・回帰を促すための関係機関・企業等と連携した取組みの推進（再掲） 

・「県民の歌」、「スポーツ県民歌」の普及 

 

主要施策 16 山形の宝の保存活用・継承  

・地域における文化財の総合的な保存・活用の促進 

・「未来に伝える山形の宝」登録制度の推進 

・日本遺産を活用した文化振興・地域づくりの促進 

 

 

基本方針Ⅷ 活力あるコミュニティ形成に向け、地域の教育力を高める  

 

主要施策 17 学校と家庭・地域との連携・協働の推進  

○社会全体で教育を支え、教育に取り組む気運醸成 

・「やまがた教育の日」の周知・普及活動促進 

○学校と家庭・地域が連携・協働する環境づくりの推進 

・地域学校協働活動（放課後子ども教室、地域未来塾、家庭教育支援）の充実に向けた市町村へ

の支援 

  

主要施策 18 青少年の地域力の育成・発揮  

○地域での活動や地域資源を活用した活動の推進  

・中学生・高校生のボランティア活動の活性化 

・青年による地域活動の活性化及び青年リーダーの育成 

・学校における郷土を学ぶ学習や地域の資源を活用した様々な体験活動の推進（再掲） 

・高等教育機関や地域産業界等と連携した地域課題の解決等の探究的な学びを実現する取組みの推進 

（再掲） 

 

 

 

主要施策 19 地域の教育力を高める生涯学習環境の充実  

○生涯学習推進体制の整備 

・「第５次山形県生涯学習振興計画」に基づく県民への魅力ある学習機会の提供、及び各市町村

における好事例の収集・普及 

○公民館を拠点とした学びと実践 

○社会教育関係職員の育成・資質向上 

・社会教育士の育成及び研修 

○社会教育関連施設の充実と機能強化 

・県立図書館活用による生涯学習の推進 

 

 

基本方針Ⅸ 県民に元気と活力を与えるスポーツを推進する  

 

主要施策 20 生涯スポーツの推進  

○スポーツ機会の充実 

・各競技団体や県総合型クラブ連絡協議会との連携によるスポーツ機会提供の充実 

○総合型地域スポーツクラブへの支援の充実 

 

主要施策 21 競技スポーツの推進  

○競技力向上に向けたスポーツ環境の整備 

・若手指導者の育成促進 

・関係機関との連携やネットワーク構築等による「スポーツ医・科学センター」の機能促進 

○ジュニア期からトップレベルに至る選手の育成・強化のための戦略的支援の充実 

・オリンピック等の国際大会で活躍が見込まれる本県ゆかりの選手及び競技団体への支援 

・次世代アスリートの育成に向けた、ジュニア期における一貫した指導体制の構築促進 

・県内に就職を希望するアスリートや指導者の確保に向けた取組みの推進 

○全国規模の大会開催の推進 

・全国規模の大会開催に向けた取組みの推進 

・大会開催の機会を活用した競技力向上の取組みの促進 

○スポーツ・インテグリティの向上 

・ドーピング、ハラスメント、暴力行為等の防止に向けた取組みの促進 

 

参考資料 1-3 令和元年８月５日 
教 育 庁 総 務 課 

「地域をつくる人」の育成に向けて 


